
☆印鑑登録できる方

  沼津市に住民登録をしている方

 （15才未満の方は登録できません）

手彫りの印鑑 認め印等（大量生産の印）

氏または名だけでも可 外枠が1/3以上欠けているもの

印影が８㍉以上２５㍉以下 他の人が登録している印鑑

白抜きの印鑑　　　　など

　 　

　

　持ち物 印鑑（手彫り） 　持ち物　　印鑑（手彫り）　

顔写真付きの官公庁発行の  顔写真付きの官公庁発行の

身分証明書あり  身分証明書なし

（免許証・ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ・個人番号カード）  （保険証等のみの方）

※成年被後見人の方は、登記事項  ※成年被後見人の方は登記事項

　 証明書 　　証明書

➂照会・回答書・印鑑（手彫り）・保険証持参し、来庁

　 ※成年被後見人の方は、法定代理人も同行

印鑑登録証 ・証明書発行

　☆保証人による確認

　
　

持ち物 印鑑（手彫り）、印鑑登録申請書

＊保証人になる方に下記のことを依頼してください。

　①印鑑登録申請書の保証人欄の記載

　②印鑑登録申請書の登録されている印鑑欄に登録印（実印）の押印

➂印鑑登録証・証明書発行

　

本人来庁

登録できない印鑑

   ☆印鑑登録のながれ

登録できる印鑑　　

➁印影登録

※成年被後見人の方は、法定代理人の
　 同行が必要です）

※申請から受取りまで
 　有効期限は２０日以内です

　　　　　　印      鑑      登      録

即日交付可    即日交付不可

本人来庁

保証人の印影が不鮮明だった場合など、
申請を受け付けられない場合があります
ので、登録する印鑑のほか、できるだけ
保証人の印鑑登録証と登録してある実
印をお持ちの上、保証人と一緒に来庁す
るようにお願いします。

＊事前に印鑑登録申請書をご用意いただく必要があります。
（市役所または市民窓口事務所にあります）

①申請書記入

➁書留（照会・回答書）郵送

①申請書記入

　（本人の来庁が必要です）



☆代理人による申請

　　代理人選任届　を用意し、登録者本人が必ず全て記入して下さい

市役所または各市民窓口事務所にあります

また、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄの沼津市役所ＨＰからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞできます

　

　　代理人来庁 　 必ず本人が記入

　持ち物　 本人が記入した代理人選任届と本人の印鑑（手彫り）

①申請書記入

　即日交付不可

　➁照会文書を本人宛に簡易書留で郵送 必ず本人が記入

届いた照会・回答書に、必ず本人が全て記入して下さい

　　代理人来庁

　持ち物 　照会・回答書　・　本人の保険証等　・　登録する印鑑　　

　

　印鑑登録証 ・証明書発行

　

印鑑証明は不動産の登記、金銭の賃借などの際に使用されるなど極めて　

重要な役割を果たしています。沼津市では、印鑑登録の申請の取扱を

慎重にしています。

登録された方ご自身も、登録した印鑑・印鑑登録証の保管には十分な

ご注意をお願いします。


